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付 議 事 件

報告第 ３ 号 広陵町税条例等の一部を改正する条例の専決処分

の報告について 〔 １ 頁〕

報告第 ４ 号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の専決処分の報告について 〔１３頁〕

報告第 ５ 号 令和７年度広陵町一般会計予算繰越明許費繰越

計算書の報告について 〔１９頁〕

報告第 ６ 号 令和７年度広陵町介護保険特別会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告について 〔２５頁〕

報告第 ７ 号 令和７年度広陵町下水道事業会計予算繰越計算書

の報告について 〔２９頁〕

議案第３８号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔３３頁〕

議案第３９号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔３５頁〕

議案第４０号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔３７頁〕

議案第４１号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔３９頁〕

議案第４２号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔４１頁〕

議案第４３号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔４３頁〕

議案第４４号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔４５頁〕

議案第４５号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔４７頁〕

議案第４６号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔４９頁〕



議案第４７号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔５１頁〕

議案第４８号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔５３頁〕

議案第４９号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔５５頁〕

議案第５０号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔５７頁〕

議案第５１号 広陵町農業委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて 〔５９頁〕

議案第５２号 職員の旅費に関する条例の一部を改正すること

について 〔６１頁〕

議案第５３号 広陵町財政調整基金の設置、管理及び処分に

関する条例の一部を改正することについて 〔６５頁〕

議案第５４号 令和８年度広陵町一般会計補正予算（第１号）

〔６９頁〕

議案第５５号 公共交通用運行車両の買入れについて

〔８７頁〕

議案第５６号 中南線整備に伴う函渠設置工事に係る請負契約

の締結について 〔８９頁〕

議案第５７号 中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事

（３工区）に係る請負契約の締結について 〔９１頁〕



報 告 第 ３ 号

広陵 町税条例等 の一部を改 正する条例 の専決処分

の 報 告 に つ い て

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ３ 項

の 規 定 に よ り 報 告 し 、 そ の 承 認 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 報 告

広 陵 町 長 吉 村 裕 之
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専 決 処 分 書

広 陵 町 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 地 方 自 治 法 （ 昭 和

２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 別 紙

の と お り 専 決 処 分 す る 。

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 専 決

広 陵 町 長 吉 村 裕 之
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広陵町税条例等の一部を改正する条例

（広陵町税条例の一部改正）

第１条 広陵町税条例（昭和３０年４月広陵町条例第１０号）の一

部を次のように改正する。

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第１９条中「、第８１条の６第１項」を削り、同条第２号及び

第３号中「第８１条の６第１項の申告書、」を削る。

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」

に改め、「。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下こ

の項において同じ。）」を加える。

第８０条第１項を次のように改める。

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。

第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車

税」に、「もの」を「者」に、「、第１項」を「、前項」に、「

その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に

改め、同項ただし書中「これを課さない」を「、この限りでない」

に改め、同項を同条第２項とする。

第８１条第１項を次のように改める。

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有

権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみな

して、軽自動車税を課する。

第８１条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、

同条第３項及び第４項を削る。

第８１条の３から第８１条の８までを削る。

第８２条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に

改める。
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第８３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に

改める。

第８５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に

改める。

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条

第１項中「種別割」を「軽自動車税」に、「施行規則第３３号の

４の２様式」を「施行規則第３３号の４様式」に改め、同条第２

項及び第３項中「施行規則第３３号の４の２様式」を「施行規則

第３３号の４様式」に改める。

第８８条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第８９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に

改める。

第９０条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５

項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第９１条第２項中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第

２項ただし書」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第

７項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。

附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の町民税の住宅借

入金等特別税額控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１

１年から平成１８年まで又は」を「同法第４１条第１項に規定す

る居住年が」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けな

いときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附

則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第７条の３の

２第１項」を「附則第７条の３第１項」に改め、同条を附則第７

条の３とする。
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附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、

同条第２項中「、附則第７条の３の２第１項」を削る。

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第１４項」を「附則

第１５条第１３項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２５

項第１号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」に、「３分の

２」を「２分の１」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２５

項第１号ロ」を「附則第１５条第２４項第１号ロ」に、「３分の

２」を「２分の１」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２５

項第１号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に、「３分の

２」を「２分の１」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２５

項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に、「３分の

２」を「２分の１」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２５

項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に、「７分の６」

を「５分の３」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２５項第

３号イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」に、「４分の３」

を「３分の２」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２５項

第３号ロ」を「附則第１５条第２４項第３号ロ」に、「４分の３」

を「３分の２」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２５項

第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」に、「３分の２」

を「４分の３」に改め、同条第１２項から第１４項までを削り、

同条第１５項中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条第２

７項」に改め、「、」を削り、同項を同条第１２項とし、同条第

１６項中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」

に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１７項中「附則第１５

条第３６項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同項を同条第

１４項とし、同条第１８項中「附則第１５条第３７項」を「附則

第１５条第３６項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１
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９項中「附則第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９項」に

改め、同項を同条第１６項とし、同条第２０項中「附則第１５条

第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同条第１

７項とし、同条中第２１項を第１８項とし、第２２項を第１９項

とし、同条に次の１項を加える。

２０ 法附則第１５条の１１第１項に規定する条例で定める割合

は３分の１とする。

附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則

第１２条第１７項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９

項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第９項第４号中

「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第２４項」に改め、

同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５

項」に改め、同条第１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第

１２条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１

５項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に

改め、同条第１６項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特

定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０

条第２項に規定する第４号による通知書の写し及び主として劇場、

音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２

条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を

「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確

定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定す

る建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を

含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第

２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に

適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。
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(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げ

る特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第

１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当する

かの別

附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中

「法第４４４条第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条

第１項後段の規定による」に、「から第４項まで」を「及び第３

項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月

１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から令

和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第

３項中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び

次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、

「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を

「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削

る。

附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項

中「の種別割」を削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に

改め、同条第２項及び第３項中「の種別割」を削る。

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及

び第１７条第３項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第

７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和

１１年度」に改める。
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附則第１８条第５項第２号、第１９条第２項第２号及び第２０

条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３

の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０

条の３第２項第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及

び第７条の３の２第１項」を「及び第７条の３第１項」に改める。

（広陵町税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 広陵町税条例等の一部を改正する条例（平成２６年６月広

陵町条例第２号）の一部を次のように改正する。

附則第５条中「の種別割」を削る。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の広

陵町税条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関

する部分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用

し、令和７年度分までの固定資産税については、なお従前の例に

よる。

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取

得された地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）

第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。次項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規

定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産

税については、なお従前の例による。

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附

則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行わ

れた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資

産税については、なお従前の例による。

－ 10 －



（軽自動車税に関する経過措置）

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以

後の年度分の軽自動車税について適用する。

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課

する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、な

お従前の例による。
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報 告 第 ４ 号

広陵 町国民健康 保険税条例 の一部を改 正する条例

の 専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ３ 項

の 規 定 に よ り 報 告 し 、 そ の 承 認 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 報 告

広 陵 町 長 吉 村 裕 之
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専 決 処 分 書

広 陵 町 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 地 方 自

治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 別 紙 の と お り 専 決 処 分 す る 。

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 専 決

広 陵 町 長 吉 村 裕 之
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広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

広陵町国民健康保険税条例（昭和４０年３月広陵町条例第５号）

の一部を次のように改正する。

第２２条第１項第２号中「３０５，０００円」を「３１０，００

０円」に改め、同項第３号中「５６０，０００円」を「５７０，０

００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の広陵町国民健康保険税条例の規定は、

令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和

７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
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報 告 第 ５ 号

令 和 ７ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 予 算 繰 越 明 許 費 繰 越

計 算 書 の 報 告 に つ い て

地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ４ ６ 条

第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 報 告 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 報 告

広 陵 町 長 吉 村 裕 之
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令和７年度広陵町一般会計予算繰越明許費繰越計算書

2 総務費 1 総務管理費 町制７０周年記念事業 2,800,000 2,800,000

1 社会福祉費
施設開設準備経費支援事業等補助金
（地域密着型サービス施設等整備促
進事業補助金）

41,500,000 41,500,000

2 児童福祉費 物価高対応子育て応援手当給付事業 138,859,000 9,339,084

4 衛生費 1 保健衛生費 健康管理業務標準化・共通化事業 7,585,000 7,585,000

1 農業費 大網井堰柳井戸井堰整備事業 10,000,000 10,000,000

2 商工費 地域振興券事業（重点支援交付金） 368,704,000 360,183,199

町道整備事業（町単） 69,000,000 68,956,000

   社会資本整備総合交付金事業
　 ・百済中央線バイパス整備
　 ・箸尾準工業地域道路整備
　 ・狭あい道路整備等促進
　 ・平尾疋相線整備
　 ・通学路対策事業
　 ・大場線整備事業
　 ・橋りょう長寿命化修繕
 　・交通安全施設等(百済赤部
     線)整備
 　・交通安全施設等(南２２号
　　 線ほか)整備
　 ・交通安全施設等(南郷８号
　　 線)整備

604,000,000 536,965,992

3 河川費 平成緊急内水対策事業 90,300,000 84,316,800

4 都市計画費 都市公園整備事業 4,200,000 3,982,100

2
道路橋りょう
費

3 民生費

5 農商工費

6 土木費

款 項 事　　業　　名 金　  額 翌年度繰越額
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　　　　(単位：円）

既 収 入
特定財源 国県支出金 地 方 債 その他

2,800,000

41,500,000

9,339,084

7,326,000 259,000

7,000,000 2,056,722 943,278

360,183,199

36,500,000 32,456,000

287,388,971 240,000,000 9,577,021

42,158,400 37,900,000 4,258,400

1,991,050 1,700,000 291,050

左   の   財   源   内   訳

　未 収 入 特 定 財 源
一般財源
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款 項 事　　業　　名 金　  額 翌年度繰越額

7 消防費 2 非常備消防費 消防車両購入事業 7,414,000 5,929,520

中区地域防災拠点整備事業 38,506,000 38,136,900

広瀬地区地域防災拠点整備事業 11,000,000 11,000,000

馬見南３丁目集会所兼旧エコセン
ター改修事業

38,004,000 38,004,000

1,431,872,000 1,218,698,595計

8 教育費 5 社会教育費
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　　　　(単位：円）

既 収 入
特定財源 国県支出金 地 方 債 その他

左   の   財   源   内   訳

　未 収 入 特 定 財 源
一般財源

5,900,000 29,520

38,100,000 36,900

11,000,000

38,000,000 4,000

749,886,704 416,100,000 2,056,722 50,655,169
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報 告 第 ６ 号

令 和 ７ 年 度 広 陵 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 繰 越 明 許 費

繰 越 計 算 書 の 報 告 に つ い て

地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ４ ６ 条

第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 報 告 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 報 告

広 陵 町 長 吉 村 裕 之
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令和７年度広陵町介護保険特別会計予算繰越明許費繰越計算書

1 総務費 4
介護保険事業
計画等策定委
員会費

介護保険事業計画等策定委託料 5,555,000 5,170,000

5,555,000 5,170,000計

款 項 事　　業　　名 金　  額 翌年度繰越額
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　　　　(単位：円）

既 収 入
特定財源 国県支出金 地 方 債 その他

5,170,000

5,170,000

左   の   財   源   内   訳

　未 収 入 特 定 財 源
一般財源
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報 告 第 ７ 号

令和 ７年度広陵 町下水道事 業会計予算 繰越計算書

の 報 告 に つ い て

地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ９ ２ 号 ） 第 ２ ６ 条 第

３ 項 の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 報 告 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 報 告

広 陵 町 長 吉 村 裕 之
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1 管路建設費
都市水環境整
備下水道事業

103,000,000 29,203,900 10,691,900

2 管路改良費
都市水環境整
備下水道事業

190,000,000 121,343,200 68,182,100

1 資本的支出

翌年度
繰越額

1 建設改良費

令和７年度広陵町下水道事業会計予算繰越計算書

　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発生額

目
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(単位：円)

国庫
補助金

県補助金 企業債
一般会計
繰入金

過年度分
損益勘定
留保資金

5,345,950 5,300,000 45,950 63,104,200

河川管理者との協
議の結果、設計の
修正が発生したた
め。

32,831,505 22,800,000 12,550,595 474,700
補助金交付内定
が年度末にあった
ため。

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限

度額

説明
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議 案 第 ３ ８ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 川 端 善 光
かわばた よし みつ

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ３ ９ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 西 嶋 健 司
にし じま けん じ

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ４ ０ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 栗 巢 晃 司
く り す こう じ

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ４ １ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 田 村 利 彦
た む ら としひこ

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ４ ２ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 和 田 博 文
わ だ ひろふみ

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ４ ３ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 松 村 太 志
まつむら ふ と し

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ４ ４ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 治 田 一 夫
は る た か ず お

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ４ ５ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 森 岡 武 博
もりおか たけ ひろ

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ４ ６ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 植 村 欣 央
うえ むら よしてる

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ４ ７ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 安 田 善 紀
やす だ よし のり

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ４ ８ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 吉 川 雄 二
よし かわ ゆ う じ

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ４ ９ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 寺 井 正 巳
てら い まさ み

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ５ ０ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 西 之 坊 恵 理
に し の ぼ う え り

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ５ １ 号

広陵 町農業委員 会委員の選 任につき同 意を求める

こ と に つ い て

次 の 者 を 広 陵 町 農 業 委 員 に 選 任 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

住 所

氏 名 龍 節 子
り ゆ う せつ こ

生 年 月 日

任 期 ３ 年

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら

令 和 １ １ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で
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議 案 第 ５ ２ 号

職 員 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と

に つ い て

職 員 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ７ 年 ８ 月 広 陵 町 条 例 第 １

４ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之
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職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

職員の旅費に関する条例（昭和３７年８月広陵町条例第１４号）

の一部を次のように改正する。

第１５条中「地域の実情及び旅行者の区分を勘案して別表で定め

る額（次条及び同表において「宿泊費基準額」という。）」を「宿

泊先の区分に応じた宿泊費基準額（特別職で常勤の職員にあつては

国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４５号）別表

第２の１の表に定める指定職職員等の欄に規定する額をいい、一般

職の職員にあつては同表に定める職務の級が１０級以下の者の欄に

規定する額をいう。以下「宿泊費基準額」という。）の範囲内の実

費額」に改める。

別表を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の職員の旅費に関する条例（以下この項及び次項におい

て「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下こ

の項及び次項において「施行日」という。）以後に新条例第２条

第３号に規定する旅行命令権者（以下この項において「旅行命令

権者」という。）が新条例第４条第１項に規定する旅行命令等（以

下この項において「旅行命令等」という。）を発する旅行及び退

職、免職、失職若しくは休職（以下この項において「退職等」と

いう。）をした場合又は死亡した場合において新条例第３条第２

項の規定により旅費を支給する旅行について適用し、施行日前に

旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行及び退職等となった場合
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又は死亡した場合において新条例第３条第２項の規定により旅費

を支給する旅行については、なお従前の例による。ただし、施行

日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅

行命令権者が新条例第４条第３項の規定により当該旅行命令等を

変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該

変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のう

ち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例

による。

３ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旅行につい

て、施行日以後に新条例第３条第５項及び第６項に規定する旅費

の支給が生じた場合の金額の算定は、なお従前の例による。
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議 案 第 ５ ３ 号

広 陵 町 財 政 調 整 基 金 の 設 置 、 管 理 及 び 処 分 に

関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

広 陵 町財 政 調 整 基 金 の 設 置 、 管理 及 び 処 分 に 関 す る 条例 （ 昭

和 ３ ９ 年 ３ 月 広 陵 町 条 例 第 ８ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正

す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之
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広陵町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一

部を改正する条例

広陵町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭和３

９年３月広陵町条例第８号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「歳計現金」を「各会計の歳計現金又は現金」に

改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議 案 第 ５ ４ 号

令 和 ８ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）

令 和 ８ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 次 に 定

め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ４

３ ， ６ １ ２ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ １ ６ ， ８ ５ ３ ， ６ １ ２ 千 円 と す る 。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 １ 表 歳 入

歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

（ 繰 越 明 許 費 の 補 正 ）

第 ２ 条 既 定 の 繰 越 明 許 費 の 追 加 は 、 「 第 ２ 表 繰 越 明 許 費

補 正 」 に よ る 。

（ 地 方 債 の 補 正 ）

第 ３ 条 既 定 の 地 方 債 の 追 加 及 び 変 更 は 、 「 第 ３ 表 地 方 債

補 正 」 に よ る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之
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歳 入

款 項

14 国庫支出金

2 国庫補助金

18 繰入金

1 基金繰入金

20 町債

1 町債

歳 入 合 計

第１表　歳入歳出予算補正
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補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

2,946,0112,4652,943,546

1,407,7082,4651,405,243

514,973△81,453596,426

506,063△81,453587,516

1,285,800122,6001,163,200

1,285,800122,6001,163,200

16,853,61243,61216,810,000
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歳 出

款 項

3 民生費

1 社会福祉費

2 児童福祉費

7 消防費

1 消防費

歳 出 合 計
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補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

6,855,26241,1476,814,115

3,429,6381,2393,428,399

3,425,62439,9083,385,716

577,6102,465575,145

577,6102,465575,145

16,853,61243,61216,810,000
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第２表　繰越明許費補正

１ 追 加 （単位：千円）

事      業 金    額

3 民生費 2 児童福祉費 真美北保育園改修事業 136,317

款 項
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第３表　地方債補正

１　　追　加 （単位：千円）

普通貸借又は
証券発行

２　　変　更 （単位：千円）

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

農 道 整 備 事 業 9,000 同上 同上 同上 9,000 同上 同上 同上

大網井堰柳井戸井堰
整 備 事 業 負 担 金

4,500 同上 同上 同上 4,500 同上 同上 同上

起債の目的 限度額
起 債 の
方 法

利  率 償　還　の　方　法

真 美 北 保 育 園 改 修 事 業 122,600

5.0％以内（た
だし、利率見直
し方式で借り入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率）

　政府資金については、そ
の融資条件により、銀行そ
の他の場合にはその債権者
との協定による。ただし、
財政の都合により繰上償還
又は低利に借換えすること
ができる。

起債の目的

補正前 補正後

電 動 車 両 購 入 事 業 14,700

普通貸
借又は
証券発
行

3.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
との協定によ
る。ただし、
財政の都合に
より繰上償還
又は低利に借
換えすること
ができる。

14,700

普通貸
借又は
証券発
行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
との協定によ
る。ただし、
財政の都合に
より繰上償還
又は低利に借
換えすること
ができる。
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（単位：千円）

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

町 道 整 備 事 業 414,700 同上 同上 同上 414,700 同上 同上 同上

内 水 対 策 事 業 4,500 同上 同上 同上 4,500 同上 同上 同上

公園施設長寿命化事業 40,500 同上 同上 同上 40,500 同上 同上 同上

被災者支援システム導
入 事 業

1,100 同上 同上 同上 1,100 同上 同上 同上

東部地区防災コミュニ
ティセンター建設事業

88,000 同上 同上 同上 88,000 同上 同上 同上

学 校 体 育 館 空 調
整 備 事 業

155,200 同上 同上 同上 155,200 同上 同上 同上

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
との協定によ
る。ただし、
財政の都合に
より繰上償還
又は低利に借
換えすること
ができる。

百 済 川 向 地 区
農 地 中 間 管 理
機 構 関 連 農 地
整 備 事 業 負 担 金

4,700 4,700

普通貸
借又は
証券発
行

3.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

起債の目的

補正前 補正後

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
との協定によ
る。ただし、
財政の都合に
より繰上償還
又は低利に借
換えすること
ができる。

普通貸
借又は
証券発
行
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（単位：千円）

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

中 央 公 民 館 機 能
移 転 事 業

265,000 同上 同上 同上 265,000 同上 同上 同上

中 区 地 域 防 災
拠 点 整 備 事 業

93,400 同上 同上 同上 93,400 同上 同上 同上

巣 山 古 墳 整 備 事 業 62,000 同上 同上 同上 62,000 同上 同上 同上

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
との協定によ
る。ただし、
財政の都合に
より繰上償還
又は低利に借
換えすること
ができる。

普通貸
借又は
証券発
行

普通貸
借又は
証券発
行

図 書 館 環 境
改 善 事 業

5,900 5,900

3.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
との協定によ
る。ただし、
財政の都合に
より繰上償還
又は低利に借
換えすること
ができる。

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

起債の目的

補正前 補正後
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歳入歳出補正予算事項別明細書

１　総　括

歳 入

款 補 正 前 の 額

14 国庫支出金 2,943,546

18 繰入金 596,426

20 町債 1,163,200

歳 入 合 計 16,810,000
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（単位：千円）

補 正 額 計 備 考

2,465 2,946,011

△81,453 514,973

122,600 1,285,800

43,612 16,853,612
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歳 出

款 補正前の額 補　正　額

民生費 6,814,1153 41,147

消防費 575,1457 2,465

歳 出 合 計 16,810,000 43,612

－ 80 －



地 方 債国県支出金

（単位：千円）

計

そ の 他
一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源 備 考

6,855,262 122,600 △81,453

577,610 2,465

16,853,612 2,465 △81,453122,600
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補正前の額

２　歳　入

款 項 目 補 正 額 計

14 国庫支出金 2,943,546 2,946,0112,465

2 国庫補助金 1,405,243 1,407,7082,465

6 消防費国庫補助金 979 3,4442,465

18 繰入金 596,426 514,973△81,453

1 基金繰入金 587,516 506,063△81,453

1 財政調整基金繰入金 247,126 165,673△81,453

20 町債 1,163,200 1,285,800122,600

1 町債 1,163,200 1,285,800122,600

9 民生債 0 122,600122,600

－ 82 －



 14 国庫支出金  2 国庫補助金  6 消防費国庫補助金

（単位：千円）

区 分

節

金 額
説 明

消防団の力向上モデル事業補助金 2,465消防費国庫補助金1 2,465

財政調整基金繰入金 △81,453財政調整基金繰入1 △81,453

金

真美北保育園改修事業債 122,600児童福祉債2 122,600
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３　歳　出

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

3 民生費 6,814,115 41,147 6,855,262 122,600 △81,453

1 社会福祉費 3,428,399 1,239 3,429,638 1,239

7 介護保険費 450,591 1,239 451,830 1,239

2 児童福祉費 3,385,716 39,908 3,425,624 122,600 △82,692

3 保育所費 454,757 39,908 494,665 122,600 △82,692

7 消防費 575,145 2,465 577,610 2,465

1 消防費 575,145 2,465 577,610 2,465

2 非常備消防 31,649 2,465 34,114 2,465

費
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 3 民生費  1 社会福祉費  7 介護保険費

（単位：千円）

説 明

節

区　　分 金　　額

●介護保険費12 委託料 1,239 1,239

　・介護保険システム改修委託料 1,239

●一般経費（こども課）14 工事請負費 39,908 39,908

　・真美北保育園改修工事 39,908

●非常備消防費17 備品購入費 2,465 2,465

　・消防資機材購入費 2,465
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議 案 第 ５ ５ 号

公 共 交 通 用 運 行 車 両 の 買 入 れ に つ い て

次 の と お り 物 品 を 買 入 れ し た い の で 、 議 会 の 議 決 に 付 す べ

き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ９ 年 ３

月 広 陵 町 条 例 第 ４ 号 ） 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求

め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

記

１ 買 入 れ の 目 的 のるーと広陵元気号の車両（３台）の入替え

２ 買 入 れ の 方 法 随意契約

（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号

及び第８号に該当）

３ 買 入 れ の 金 額 １４，０２９，９１１円

４ 買入れの相手方 奈良県奈良市南京終町２丁目２６９番地

トヨタユナイテッド奈良株式会社

代表取締役社長 菊池 武之祐
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議 案 第 ５ ６ 号

中 南 線 整 備 に 伴 う 函 渠 設 置 工 事 に 係 る 請 負 契 約

の 締 結 に つ い て

次 の と お り 契 約 を 締 結 し た い の で 、 議 会 の 議 決 に 付 す べ き

契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ９ 年 ３ 月

広 陵 町 条 例 第 ４ 号 ） 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め

る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出

広 陵 町 長 吉 村 裕 之

記

１ 契 約 の 目 的 中南線整備に伴う函渠設置工事に係る請負契約

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 ６８７，１８７，６００円

４ 契約の相手方 奈良県香芝市旭ヶ丘一丁目３１番地の１

株式会社上村組

代表取締役 上村 智津子

５ 契 約 期 間 議決の日から令和１０年９月２９日まで
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議  案  第  ５ ７  号  

 

　 　 　 中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（３工区）  

　 　 　 に 係 る 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て  

 

  次 の と お り 契 約 を 締 結 し た い の で 、 議 会 の 議 決 に 付 す べ き

契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ９ 年 ３ 月

広 陵 町 条 例 第 ４ 号 ） 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め

る 。  

 

    令 和 ８ 年 ６ 月 １ ５ 日 提 出  

 

                          広 陵 町 長 　  吉 　 村 　 裕 　 之  

 

 

                         記 　  

 

１　契 約 の 目 的　　中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（３工区）

 に係る請負契約

２　契 約 の 方 法　　一般競争入札 

３　契 約 金 額　　１４１，７４４，９００円 

 ４　契約の相手方　　奈良県香芝市真美ヶ丘五丁目１８番２１号

 　　　　　　　　　　福寿・安田組特定建設工事共同企業体

 　　　　　　　　　　　代表者　株式会社福寿建設

 　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　福寿　猛

 　　　　　　　　　　　構成員　安田組建設株式会社

 　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　安田　一幸

５　契 約 期 間    議決の日から令和９年８月３１日まで 
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